
目

次

規

則

○
青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqq（
税

務

課
）
…
一

○
青
森
県
県
税
条
例
中
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車

に
対
す
る
自
動
車
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

規

則

青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
六
号

青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
五
月
青
森
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
十
号
中
「
自
動
車
取
得
税
」
を
「
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
三
項
中
「
第
百
三
十
四
条
第
一
項
及
び
第
百
五
十
五
条
第
三
項
」
を
「
第
百
六
十
条
第

一
項
及
び
第
百
六
十
条
の
十
三
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
二
を
削
る
。

第
九
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

（
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
等
の
告
示
）

第
九
条
の
二

知
事
は
、
地
域
県
民
局
長
が
地
方
税
法
第
百
四
十
四
条
の
九
第
一
項
前
段
の
規
定
に

よ
り
特
約
業
者
の
指
定
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。
同
条
第

三
項
、
第
五
項
本
文
又
は
第
六
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
場
合
に

つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
免
税
証
交
付
印
の
押
印
）

第
九
条
の
三

地
域
県
民
局
長
は
、
免
税
証
を
交
付
す
る
場
合
は
、
当
該
免
税
証
に
交
付
印
を
押
印

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
税
軽
油
使
用
者
証
等
の
亡
失
届
出
）

第
九
条
の
四

免
税
軽
油
使
用
者
証
又
は
免
税
証
を
亡
失
し
た
者
は
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
地
域
県

民
局
長
に
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
税
軽
油
使
用
者
証
等
の
有
効
期
間
）

第
九
条
の
五

免
税
軽
油
使
用
者
証
の
有
効
期
間
は
、
交
付
し
た
日
か
ら
三
年
と
し
、
免
税
証
の
有

効
期
間
は
、
交
付
し
た
日
か
ら
一
年
以
内
で
当
該
免
税
証
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
免
税
軽
油
の
引
取
り
等
に
係
る
報
告
書
の
提
出
の
期
限
の
特
例
に
係
る
免
税
軽
油
の
数
量
）

第
九
条
の
六

条
例
第
百
四
十
九
条
の
七
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
数
量
は
、
一

キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
。

２

前
項
の
数
量
は
、
免
税
証
に
記
載
さ
れ
た
免
税
軽
油
の
数
量
の
合
計
数
量
を
当
該
免
税
証
の
有

効
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数
量
と
す
る
。

３

前
項
の
月
数
は
、
暦
に
従
つ
て
計
算
し
、
一
月
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を

一
月
と
す
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
第
百
三
十
四
条
第
三
項
及
び
第
百
五
十
五
条
第
五
項
」
を
「
第
百
六
十
条
第

三
項
及
び
第
百
六
十
条
の
十
三
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
及
び
第
十
二
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
自
動
車
取
得
税
・

自
動
車
税
証
紙
代
金
収
納
取
扱
人
」
を
「
自
動
車
税
証
紙
代
金
収
納
取
扱
人
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
三
第
二
項
中
「
百
分
の
百
八
」
を
「
百
分
の
百
十
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
四
の
見
出
し
を
「
（
環
境
性
能
割
の
減
免
の
申
請
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
削

り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
（
条
例
第
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を

「
第
百
六
十
条
の
五
第
一
項
第
一
号
（
条
例
第
百
六
十
条
の
十
六
第
一
項
」
に
、
「
自
動
車
取
得

税
」
を
「
環
境
性
能
割
」
に
改
め
、
「
前
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
二

号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
自
動
車
の
使
用
目
的
を
除
く
。
）
の
ほ
か
」
を
削
り
、
「
同
項
に
」
を

「
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
」
に
改
め
、
第
五
号
を
第
九
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
四

青
森
県
報
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号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

二

自
動
車
の
主
た
る
定
置
場
の
所
在
地
、
種
類
、
用
途
、
車
名
、
型
式
及
び
車
体
の
形
状

三

自
動
車
の
登
録
番
号
の
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
自
動
車
の
登
録
番
号

四

自
動
車
の
取
得
年
月
日

五

減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額

第
十
二
条
の
四
第
二
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
第
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第

二
号
」
を
「
第
百
六
十
条
の
十
六
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
「
（
自
動
車
取
得
税
の
課
税
客
体
で

あ
る
軽
自
動
車
の
取
得
に
係
る
軽
自
動
車
が
自
動
車
税
の
課
税
客
体
と
な
る
も
の
と
し
て
同
条
の
規

定
を
適
用
し
た
場
合
に
お
け
る
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
の
減
免
の

対
象
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
当
該
軽
自
動
車
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
「
係
る
自
動
車
取
得
税
」
を

「
係
る
環
境
性
能
割
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
百
三
十
七
条
第

一
項
第
二
号
（
条
例
第
百
五
十
一
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
百
六
十
条
の
五
第
一
項
第
一
号
（
条
例

第
百
六
十
条
の
十
六
第
三
項
」
に
、
「
自
動
車
取
得
税
」
を
「
環
境
性
能
割
」
に
、
「
第
一
項
第
三

号
」
を
「
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
う
え
」
を
「
上
」
に
改
め
、
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二

号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
第
百
三
十
七
条

第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
百
六
十
条
の
五
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
自
動
車
取
得
税
」
を
「
環
境
性

能
割
」
に
、
「
第
一
項
各
号
」
を
「
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
第
三
号
を
第
五

号
と
し
、
第
二
号
を
第
四
号
と
し
、
第
一
号
を
第
三
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
及
び
第
二
号
と
し
て

次
の
二
号
を
加
え
る
。

一

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称

二

自
動
車
の
主
た
る
定
置
場
の
所
在
地
、
種
類
、
用
途
、
車
名
、
型
式
、
車
体
の
形
状
及
び
使

用
目
的

第
十
二
条
の
四
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
第
百
三
十
七
条
第
三
項
」
を

「
第
百
六
十
条
の
五
第
三
項
」
に
、
「
自
動
車
取
得
税
」
を
「
環
境
性
能
割
」
に
、
「
第
一
項
第
三

号
」
を
「
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
第
四
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
を
「
第
三
項
第
一
号
及
び

第
二
号
」
に
、
「
う
え
」
を
「
上
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。

第
十
二
条
の
五
か
ら
第
十
二
条
の
九
ま
で
を
削
る
。

第
十
三
条
の
見
出
し
中
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
百
五
十
一

条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
百
六
十
条
の
十
六
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
の
表

音
声
機
能
障
害
の
項
中
「
こ
う
頭
」
を
「
喉
頭
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
表
音
声
機
能
障
害
の
項

中
「
こ
う
頭
」
を
「
喉
頭
」
に
改
め
、
同
表
じ
ん
臓
機
能
障
害
の
項
中
「
じ
ん
臓
」
を
「
腎
臓
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
百
六
十
条
の
十
六
第
一
項

第
二
号
」
に
、
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
百
五
十
一
条
の
二
第

一
項
第
三
号
イ
」
を
「
第
百
六
十
条
の
十
六
第
一
項
第
三
号
イ
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六

項
中
「
第
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
」
を
「
第
百
六
十
条
の
十
六
第
一
項
第
三
号
ロ
」
に

改
め
る
。

第
十
三
条
の
二
の
見
出
し
中
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
百
五

十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
百
六
十
条
の
十
六
第
一
項
」
に
、
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」

に
、
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
」

を
「
第
百
六
十
条
の
十
六
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
「
の
各

号
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
百
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
百
六
十
条
の
十
六

第
二
項
第
二
号
」
に
、
「
第
百
五
十
条
第
一
項
」
を
「
第
百
七
十
七
条
の
十
第
一
項
」
に
、
「
自
動

車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
百
五
十
一
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
百
六
十

条
の
十
六
第
三
項
」
に
、
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
、
「
う
え
」
を
「
上
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
三
及
び
第
十
三
条
の
四
を
削
る
。

第
十
三
条
の
二
の
三
の
見
出
し
中
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第

百
五
十
一
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
百
六
十
条
の
十
七
第
一
項
」
に
、
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別

割
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
自
動
車
税
」
の
下
に

「
（
種
別
割
）
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
三
条
の
四
と
す
る
。

第
十
三
条
の
二
の
二
の
見
出
し
中
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第

百
五
十
一
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
百
六
十
条
の
十
七
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
第
一
号
及

び
第
二
号
中
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
五
十
一
条
の
三
第
一

項
」
を
「
第
百
六
十
条
の
十
七
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
の
三
と
す
る
。

様
式
目
次
中
「
自
動
車
取
得
税
」
を
「
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
の
そ
の
三
中
「係

る
自
動
車
税

」
の
次
に
「の

種
別
割

」
を
加
え
、
同
そ
の
三
の

中
「自

動
車
税

納
税
通
知
書

」
を

「自
動
車
税
（
種
別
割
）

納
税
通
知
書

」
に
改
め
、
同
そ
の
三
の

中
「第

１
４
５
条

」
を
「第

１
４
６
条

」
に
改
め
、
同
様
式
の
そ
の
四
中
「係

る
自
動
車
税

」
の
次

に
「の

種
別
割

」
を
加
え
、
「自

動
車
税

納
税
通
知
書

」
を

「自
動
車
税
（
種
別
割
）

納
税
通
知
書

」
に
、
「第

１
４
５
条

」
を

「第
１
４
６
条

」
に
改
め
、
同
様
式
の
そ
の
五
中
「係

る
自
動
車
税

」
の
次
に
「の

種
別
割

」
を
加

え
、
「自

動
車
税
納
税
通
知
書

」
を
「自

動
車
税
（
種
別
割
）
納
税
通
知
書

」
に
、
「第

１
４
５

条

」
を
「第

１
４
６
条

」
に
改
め
る
。

第
七
号
様
式
の
そ
の
二
中
「（

自
動
車
税

」
の
次
に
「の

種
別
割

」
を
加
え
、
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「自
動
車
税

増
額
通
知
書

」
を

「自
動
車
税
（
種
別
割
）

増
額
通
知
書

」
に
、
「自

動
車
税
を

」
を

「自
動
車
税
の
種
別
割
を

」
に
、
「第

１
４
５
条

」
を
「第

１
４
６
条

」
に
改
め
る
。

第
八
号
様
式
の
そ
の
二
中
「の

自
動
車
税

」
の
次
に
「の

種
別
割

」
を
加
え
、
同
そ
の
二
の

中

「自
動
車
税

減
額
通
知
書

」
を

「自
動
車
税
（
種
別
割
）

減
額
通
知
書

」
に
、
「自

動
車
税
を

」
を
「自

動
車

税
の
種
別
割
を

」
に
改
め
、
同
様
式
の
そ
の
三
中
「の

自
動
車
税

」
の
次
に
「の

種
別
割

」
を
加

え
、
「自

動
車
税
減
額
通
知
書

」
を

「自
動
車
税
（
種
別
割
）

減
額
通
知
書

」
に
、
「自

動
車
税
を

」
を

「自
動
車
税
の
種
別
割
を

」
に
改
め
、
同
様
式
の
そ
の
四
中
「自

動
車
税

」
の
次
に
「の

種
別
割

」

を
加
え
る
。

第
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
十
一
号
様
式
中
「自

動
車
取
得
税
更

正
書

決
定
（
加
算
金
決
定
）

」
を

「自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
更

正
書

決
定
（
加
算
金
決
定
）

」
に
、

「平
成
１
２
年
１
月
１
日
か
ら
平
成
２
５
年
１
２
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
期
間

の
属
す
る
各
年
の
前
年
の
１
１
月
３
０
日
を
経
過
す
る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法
第
１
５
条
第
１
項

第
１
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算

し
た
割
合
が
年
７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
年
中
に
お
い
て
は
、
年

７
．
３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ
ー
セ
ン
ト
の

割
合
を
加
算
し
た
割
合
と
し
ま
す
。
平
成
２
６
年
１
月
１
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
期
間

の
属
す
る
各
年

」
を
「当

該
年

」
に
改
め
る
。

第
十
三
号
様
式
の
そ
の
二
及
び
そ
の
三
中
「係

る
自
動
車
税

」
の
次
に
「の
種
別
割

」
を
加
え
、

「自
動
車
税
督
促
状

」
を

「自
動
車
税
（
種
別
割
）
督
促
状

」
に
、
「平

成
１
２
年
１
月
１
日
か
ら
平
成
２

５
年
１
２
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
期
間
の
属
す
る
各
年
の
前
年
の
１
１
月
３
０

日
を
経
過
す
る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法
第
１
５
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商

業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
が
年
７
.３
パ
ー
セ
ン
ト
の

割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
年
中
に
お
い
て
は
、
年
７
.３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
と
し
ま
す
。
平

成
２
６
年
１
月
１
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
期
間
の
属
す
る
各
年

」
を
「当

該
年

」
に
改

め
、
同
様
式
の
そ
の
四
中
「自

動
車
税

」
の
次
に
「の

種
別
割

」
を
加
え
る
。

第
十
八
号
様
式
の
そ
の
一
を
削
り
、
同
様
式
の
そ
の
二
中
「自

動
車
税

」
及
び
「自

動
車
取
得

税

」
を
削
り
、
同
そ
の
二
を
同
様
式
と
す
る
。

第
十
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
号
様
式
の
改
正
規

定
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
七
条
の
二
の
改
正
規
定
は
同
年
四
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行

の
日
以
後
に
自
動
車
税
証
紙
代
金
収
納
取
扱
人
が
行
う
証
紙
代
金
収
納
計
器
に
よ
る
表
示
（
以
下

「
収
納
印
の
表
示
」
と
い
う
。
）
に
係
る
証
紙
代
金
収
納
取
扱
手
数
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日

前
に
自
動
車
取
得
税
・
自
動
車
税
証
紙
代
金
収
納
取
扱
人
が
行
う
収
納
印
の
表
示
に
係
る
証
紙
代

金
収
納
取
扱
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

改
正
前
の
青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
第
九
号
様
式
の
規
定
に
よ
り
調
製
し
た
法
人
県
民
税
、

法
人
事
業
税
、
地
方
法
人
特
別
税
更
正
（
決
定
）
書
の
用
紙
で
現
に
残
っ
て
い
る
も
の
は
、
当
分

の
間
、
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

青
森
県
県
税
条
例
中
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
特
例

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
七
号

青
森
県
県
税
条
例
中
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の

特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
県
税
条
例
中
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
特
例

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
八
月
青
森
県
規
則
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

題
名
中
「
自
動
車
税
」
の
下
に
「
の
種
別
割
」
を
加
え
る
。

第
一
条
中
「
青
森
県
県
税
条
例
中
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動

車
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
」
を
「
青
森
県
県
税
条
例
中
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自

動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
特
例
に
関
す
る
条
例
」
に
、
「
徴
収
」
を
「
種
別
割
の
徴

収
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
自
動
車
税
」
の
下
に
「
の
種
別
割
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
自
動
車
登
録
フ
ア

イ
ル
」
を
「
自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
自
動
車
税
」
の
下
に
「
の
種
別
割
」
を
加
え
る
。

第
四
号
様
式
中
「自

動
車

税

A
utom
obile
T
ax

」
を
「自

動
車

税
（
種

別
割
）

A
utom
obile
T
ax（
Category
Base）

」

に
、
「平
成
１
２
年
１
月
１
日
か
ら
平
成
２
５
年
１
２
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該

期
間
の
属
す
る
各
年
の
前
年
の
１
１
月
３
０
日
を
経
過
す
る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法
第
１
５
条
第

１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を

加
算
し
た
割
合
が
年
７
.３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
年
中
に
お
い
て
は
、

年
７
.３
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ
ー
セ
ン
ト

の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
と
し
ま
す
。
平
成
２
６
年
１
月
１
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
期

間
の
属
す
る
各
年

」
を
「当

該
年

」
に
改
め
、
「
,as
for
the
period
from
January
1,2000
to

D
ecem
ber
31,2013,the
ratio
of7.3%
w
illbe
the
ratio
ofthe
officialdiscountrate
on

N
ovem
ber
30
ofthe
previous
year
plus
4%
on
condition
thatitdoes
notexceed
7.3%
,

and
as
for
the
period
after
January
1,2014」
を
削
り
、
「自

動
車
税
を

」
を
「自

動
車
税

（
種
別
割
）
を

」
に
、
「自

動
車
税
に

」
を
「自

動
車
税
（
種
別
割
）
に

」
に
、
「
the

autom
obile
tax」
を
「
the
autom
obile
tax（
category
base）
」
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
中
「
A
utom
obile
T
ax」
を
「
A
utom
obile
T
ax（
Category
Base）
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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